
 

 

日本学生支援機構奨学金の予約採用者申請手続きについて 

 

 

日本学生支援機構の奨学金には，高校等で事前に申し込んだ「予約採用」と，大学入学

後に新しく申し込む「在学採用（定期採用）」の２種類があります。予約採用候補者の方は，

下記を確認の上期限までに必ず手続きを行ってください。 

 

１ 予約採用「令和８年度大学等奨学生採用候補者」の手続き 

  ※高校等で事前に予約申し込みをした方 

 

 

 
 

  ① 手続きの流れ～書類様式は商学部 HP 又は学生課前で入手できます～ 

   ⑴ 【書類提出】「予約採用者提出書類一覧」の必要書類を揃え 

     窓口へ提出し，「ユーザ ID・パスワード」を受け取る。 

   ⑵ 【進学届の入力】インターネットで入力する。 

   ⑶ 【銀行を確認】奨学金振込開始 ※授業料減免は別途案内 

   ⑷ 【採用後】採用書類受領及び採用者説明会を受講する。 

   ⑸ 【貸与奨学金採用者のみ】返還誓約書等の提出 ※提出がない場合は採用取消 

 

  ② 書類提出日及び振込開始日  

 下表①②③の手続き期間により振込開始日が異なります。なお，いずれも振り込 

 まれる奨学金の始期（総額）は変わりませんが，早めの手続きをお願いします。 

  ③ 提出書類  「提出書類等一覧」に記載のとおり 

  ※採用された奨学金（給付奨学金，貸与奨学金又は両方）により提出書類が異な 

  ります。詳細は一覧に記載の対象者や備考を確認してください。 

 

 
書類提出日 提出時間 

提出場所 

（窓口） 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

入力締切 
振込開始日 

① 

４月２日（木） 

４月３日（金） 
９時～１６時 

２号館１階

マロニエ ４月５日

（日） 

４月２１日 

※４月分から振込 
４月４日（土） ９時～１２時 学生課 

② 

４月９日（木）～ 

 ４月１７日（金） 

※土日は除く 

９時～１６時 学生課 

４月１９日

（日） 

５月１５日 

※４・５月分  

まとめて振込 

③ 

４月２３日（木） 

４月２４日（金） 
５月２４日

（日） 

６月１１日 

※４～６月分  

まとめて振込 

５月７日（木）～ 

５月２０日（水） 

※土日は除く 

※「採用候補者決定通知」を日本学生支援機構から 

交付されている方が対象です。 

 

早めの提出が 

おすすめ！ 



 

 

２ 変更・追加等 

① 決定通知の登録内容は一部，進学届提出時に訂正及び変更することができます。詳

細は日本学生支援機構 HP 記載の「奨学生採用候補者のしおり（Ｐ８）」の『決定内容

の変更』」を確認してください。 

 ② 追加で修学支援新制度又は貸与を希望する場合（例えば，第一種採用候補者が 

第二種奨学金を追加で希望するなど）は，今回の書類提出に加えて，「在学採用・ 

新規募集」（入学後に学生ポータルで案内）も申請してください。 

 

３ 様  式 （提出書類等一覧③⑤⑩⑫）  

様式は，本学部ホームページに掲載しますので，必ず確認してください。印刷出来な

い方には，入学後に提出場所で配布します。 

※4 月 1 日は，書類の提出はできませんが，学生課前のカウンターで書類を受け取るこ

とができます。 

本学部奨学金ホームページ 

https://www.bus.nihon-u.ac.jp/campus/scholarship/ 

 

４ 注意事項 

 ① 説明会や資料の公開は Googleclassroom（オンデマンド）で行います。大学のメー 

  ルアドレスでログインし確認することが出来ます。 

  Google classroom クラスコード「fvl2huco」 

 

 ※Google classroom は，大学のメールアドレスがないと受講できません。大学のメー 

 ルアドレスは，別途，３月２６日以降（入学前までに）お知らせ予定です。 

② 入学後は学生ポータルで通知していきます。日本学生支援機構奨学金は説明会や手 

 続きが多いため，頻繁に学生ポータルを確認するようにして下さい。 

 ③ 修学支援新制度（給付奨学金）は国費を財源としており，奨学生には特に自覚を持 

  って学業に精励することが求められています。採用者説明会で学業基準（単位数等） 

  の詳細を説明しますが，授業は８割以上の出席率が求められているため，授業の単位 

  修得のみならず，授業には必ず出席してください。 

 ④ 多子世帯と判定された方は，支援区分に関わらず，下記の表に記載の授業料減免を 

  受けることが出来ます。 

   予約採用者申請手続き（進学届提出）を経て給付奨学生として採用された方は，納 

  入済みの学費等との差額については後日返金されます。また多子世帯の判定は毎年１０ 

  月に行われ，その際多子世帯ではなくなる場合があります。こちらの金額は１年間多子 

  世帯として支援を受けた場合の年額ですので，ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 問い合わせ先  日本大学商学部学生課 日本学生支援機構担当 ( ℡ 0 3 - 3 7 4 9 - 6 7 1 4 ) 

https://www.bus.nihon-u.ac.jp/campus/scholarship/

